
大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する

条例（令和４年条例第１４号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によ

る。

（事前協議等）

第３条 条例第９条第１項の規定による事前協議は、事前協議申出書（別記第

１号様式）に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならな

い。

(1) 事業計画書（別記第２号様式）

(2) 地域住民等説明会報告書（別記第３号様式）

(3) 地域住民等説明会資料

(4) 排水施設流量計算書

(5) 太陽光発電事業の実施に当たり関係法令等による許認可等を受けている

ときは、その許可書等の写し

(6) 別表第１に掲げる図書

(7) その他市長が必要と認める書類

２ 条例第９条第２項の規定による事前協議内容の変更は、事前協議変更申出

書（別記第４号様式）に前項各号に掲げる図書のうち変更の内容を明らかに

するものを添えて市長に提出しなければならない。

３ 条例第９条第３項の規定による通知は、事前（変更）協議終了通知書（別

記第５号様式）により行うものとする。

（説明会の周知事項）

第４条 条例第１０条第１項の規則で定める事項については、別表第２に掲げ

るとおりとする。

（標識）

第５条 条例第１１条の規則で定める標識は、事業計画策定ガイドライン（太



陽光発電）（資源エネルギー庁）に基づく事業計画の内容を記載した標識とす

る。

（配慮すべき事項）

第６条 条例第１２条第１項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおり

とする。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める防災及び安全に係る事項

ア 盛土及び切土面の保護 擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水等によ

り、法面の保護対策を講じること。

イ 崖地対策 崖地の近隣に太陽光発電設備を設置する場合は、崖肩から

の離隔、崖肩沿いの排水その他の崖地の崩落対策を講じること。

ウ 湧水対策 湧水がある場合は、地下排水管の設置その他の適切な措置

を講じること。

エ 軟弱地盤対策 地盤に係る調査を行い、地盤改良の実施その他の適切

な措置を講じること。

オ 土砂崩れ対策 土砂災害が発生するおそれのある地域に太陽光発電設

備を設置する場合は、擁壁の設置その他の安全上適切な措置を講じるこ

と。

カ 雨水排水対策 降雨量等から想定される雨水を有効に排水するため、

別表第３に掲げる基準に基づき、排水路の改修、調整池の設置その他の

適切な措置を講じること。

キ 天然ガス対策 施工（太陽光発電設備の設置に係る施工をいう。以下

同じ。）前に試掘を行い、天然ガスの湧出を確認した場合は、適切な措置

を講じること。

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める生活環境への配慮に係る事

項

ア 騒音対策 工事車両の通行その他施工に伴う騒音又は振動について市

又は地域住民等から要請があったときは、適切な対策を講じ、又パワー

コンディショナー等の附属する設備は、近隣の住宅地や道路等からの距

離を確保する等、当該設備による騒音及び低周波音を軽減するための措

置が講じられていること。



イ 除草対策 除草剤等を散布する場合は、事前に散布の日時等を地域住

民等に周知するとともに、飛散を防止するための適切な措置を講じるこ

と。

ウ 緩衝帯の設置 太陽光発電設備による騒音及び振動の影響を緩和する

ため、別表第４に掲げる幅の緑地その他の緩衝帯を事業区域内の周囲に

沿って設けること。

エ 太陽光パネルの反射光対策 事前に地域住民等の理解を得るとともに、

必要に応じて、低反射太陽光パネルの採用、太陽光パネルの傾きの調整

等の対策を講じること。

(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める景観への配慮に係る事項

ア 太陽光パネルの高さ制限 太陽光パネルの高さは地盤面から２．０メ

ートル未満とすること。ただし、営農型太陽光発電設備はこの限りでな

い。

イ 植栽等による対策 景観への配慮が必要な地域に太陽光発電設備を設

置する場合は、通行者、車両等から直接見えないよう、植栽等による対

策を講じること。

ウ 太陽光パネルの色彩の対策 太陽光パネルは、周囲と調和した、でき

る限り目立たない色彩とすること。

エ 山並み、眺望等に係る対策 尾根線上、丘陵地又は高台に太陽光発電

設備を設置する場合は、周辺の景観と調和するように配慮すること。

(4) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める工事中の安全確保に係る事

項

ア 工事車両等の道路使用 工事車両等の道路使用は生活道路を極力通行

しないこととし、やむを得ず通行する場合は、交通誘導員の配置等の安

全対策を講じるとともに、道路等を破損させた場合は、原形復旧を行う

こと。

イ 土砂流出等の対策 施工に当たっては、安全を十分に確保し、市又は

地域住民等から安全の確保に係る要請があったときは、これに誠意をも

って対応するほか、工事中の土砂の流出及び粉じんの飛散に対する対策

として、必要に応じて排水処理施設、防じんネットの設置その他の適切



な措置を講じること。

（適切な維持管理）

第７条 条例第１３条の規則で定める適切な維持管理は、次の各号に掲げると

おりとする。

(1) 太陽光発電設備及び敷地については、定期的に保守点検を行うものとし、

機器の故障その他の問題が発生したときは、速やかに対処し、適切な維持

管理に努めること。

(2) 太陽光発電設備の区域内に事業者及びその関係者以外の者が容易に立

ち入ることがないようフェンスの設置及び施錠等の安全対策を講じるこ

と。

(3) 太陽光発電設備の区域内は定期的に除草、清掃に努めること。

(4) 太陽光発電設備の破損、騒音の発生、雨水の流出その他の周辺の環境に

影響を及ぼす状況が発生したときは、適切な対策を速やかに講じること。

(5) 落雷、洪水、台風、積雪、地震等が発生したときは、速やかに現地を確

認し、機器等の異常又は太陽光発電設備に起因すると認められる異常が発

見されたときは、適切な対策を速やかに講じること。

（地位の承継）

第８条 条例第１４条第１項の規定による届出は、承継届出書（別記第６号様

式）により行うものとする。

（事業の廃止）

第９条 条例第１５条第１項の規定による届出は、廃止届出書（別記第７号様

式）により行うものとする。

（立入調査等）

第１０条 条例第１７条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（別

記第８号様式）によるものとする。

（指導、助言又は勧告）

第１１条 条例第１８条第１項に規定する指導及び助言は、太陽光発電事業指

導助言通知書（別記第９号様式）により行うものとする。

２ 条例第１８条第２項に規定する勧告は、太陽光発電事業改善勧告書（別記

第１０号様式）により行うものとする。



３ 条例第１８条第３項に規定する報告は、太陽光発電事業改善報告書（別記

第１１号様式）により行わなければならない。

（公表）

第１２条 条例第１９条第１項に規定する公表は、大網白里市公告式条例（昭

和２９年条例第１号）の規定による掲示その他市長が適当と認める方法によ

るものとする。

（弁明の機会の付与）

第１３条 条例第１９条第２項の規定により意見を求める場合は、大網白里市

行政手続条例（平成１１年条例第３号）第３章第３節に規定する弁明の機会

の付与の例によるものとする。

（補則）

第１４条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



別表第１（第３条第１項第６号）

図書の種類 縮尺 備考

位置図 2,500分の１程度

現況図 2,500分の１以上 ・地形、事業区域、道路名称、高低

差、竹木等の状況を記入

土地利用計画図 1,000分の１以上 ・地形、事業区域、道路名称を記入

・太陽光発電設備、排水施設、植栽、

柵等の計画を記入

太陽光発電設備

構造図

・太陽光発電設備の構造（立面）等

土地造成計画平

面図

1,000分の１以上

土地造成計画断

面図

（縦断図、横断

図）

1,000分の１以上

排水施設計画

図、経路図、構

造図

1,000分の１以上 ・事業区域内及び放流先までの排水

施設、経路、排水施設の構造等を記入

（土地利用計画図で記入している場

合は不要）



別表第２（第４条）

種別 周知事項

太陽光発電事業に係る事項 ・事業名

・事業者名（住所、連絡先等）

・工事施工業者名（住所、連絡先等）

・事業区域（所在地、面積等）

・発電事業の内容（太陽光発電設備の出

力、年間発電量等）

・事業実施の期間

・事業計画の認定

太陽光発電設備の設置に係る

事項

・事業区域の位置、範囲

・太陽光パネル、緩衝帯等の配置計画

・太陽光パネル等の構造

・土地造成の計画

・排水施設の計画

・安全柵の計画（配置や高さ、構造）

施工に係る事項 ・工事の期間、作業時間

・工事車両の経路

・工事の安全対策

・工事の騒音対策

生活環境への配慮に係る事項 ・騒音による影響、対策

・電波障害による影響、対策

・反射光による影響、対策

・景観への影響、対策

運用、管理に係る事項 ・保守点検の計画

・維持管理の計画

・災害への対応

・異常、破損、事故等への対応

・事業廃止後の撤去、処分計画



別表第３（第６条第１号カ）

排水路の改

修

排水施設の断面は（ア）により算定される雨水流出量（Ｑ）

の１．２倍以上の排水が可能であること。

排水施設の流量（Ｑ１）は（イ）により算定され、流速は

原則として（ウ）マニング式により求められていること。

（ア）雨水流出量の算定

Ｑ＝１／３６０×Ｃ×Ｉ×Ａ

Ｑ：雨水流出量（㎥/sec）

Ｃ：流出係数

Ｉ：降雨強度（mm/h）

Ａ：集水区域面積（ha）

（イ）排水施設の流量の算定

Ｑ１＝ａ×Ｖ

Ｑ１：流量（㎥/sec）

ａ：通水断面積（㎡）

Ｖ：流速（ｍ/sec）

（ウ）平均流速の算定（マニング式）

Ｖ＝１／ｎ×Ｒ２/３×Ｉ１/２

ｎ：粗度係数

Ｒ：径深（ｍ）＝Ａ／ｐ

Ａ：流水断面積（㎡）

ｐ：潤辺長（ｍ）

Ｉ：水路勾配

流出係数

（Ｃ）

太陽光パネル等 ０．９０～１．００

屋根 ０．８５～０．９５

道路 ０．８０～０．９０

水面 １．００

間地 ０．１０～０．３０

芝、樹木の多い公園 ０．０５～０．２５

勾配のゆるい山地 ０．２０～０．４０



勾配の急な山地 ０．４０～０．６０

降雨強度

（Ⅰ）

降雨強度は１０年に１度の確率とし、千葉県林地開発許可

審査基準及び千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・

貯留浸透計画策定の手引を参考として算出する。

管理者の協

議

雨水を既存の水路又は河川等へ放流する場合は、放流先水

路、河川の施設管理者及び水利組合等と協議を行うこと。

調整池の設

置その他の

適切な措置

排水流末を他の排水施設に接続することが困難又は接続す

る排水施設の能力が不足する場合は、千葉県林地開発許可

審査基準及び千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・

貯留浸透計画策定の手引を参考に算出し、調整池の設置そ

の他適切な措置を講じること。



別表第４（第６条第２号ウ）

事業区域面積 緩衝帯の幅

０．３ヘクタール未満 １．０メートル以上

０．３ヘクタール以上１．０ヘクタール未満 ２．０メートル以上

１．０ヘクタール以上 ３．０メートル以上



別 記

第１号様式（第３条第１項）

※添付書類

大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例施行規則第３条

第１項各号に規定する図書を添付すること。

事前協議申出書

年 月 日

大網白里市長 様

事業者

住 所

氏 名

電話番号

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例第９条第１項の

規定により、次のとおり協議します。

事 業 名

事 業 区 域 の 所 在 地 大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電設備の出力 ｋＷ

工 事 施 工 者

住 所

氏 名

電話番号

工 事 着 手 予 定 日 年 月 日

工 事 完 了 予 定 日 年 月 日

事 業 期 間

年 月 日から 年 月

日まで

（ 年間）



第２号様式（第３条第１項第１号）

年 月 日

事 業 計 画 書

事 業 名

事 業 者 住 所

事 業 者 氏 名

連 絡 先

設 計 者 名

事 業 区 域 の 所 在 地
大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電設備の出力 kW

想 定 年 間 発 電 電 力 量 kWh

太陽光発電設備の高さ ｍ

接 続 道 路 名 及 び 幅 員
道路名

幅 員 ｍ

森 林 伐 採 の 有 無
有（保安林・民有林・それ以外）・無

伐採規模 ㎡

埋 立 て の 有 無
有（農地・それ以外）・無

埋立規模 ㎡

農 地 転 用 の 有 無
有・無

雨 水 排 水 方 法
放流先：有（河川・排水路・それ以外）・無

排水方法：

関 係 法 令 等 の 手 続 き



第３号様式（第３条第１項第２号）

年 月 日

地域住民等説明会報告書

地域住民等説明会を開催したので、次のとおり報告します。

※地域住民等説明会で、配布や提示した資料を添付すること。

事 業 名

事業区域の所在地 大網白里市

説明会開催日時 年 月 日（ 回目） 時 分

説明会開催場所

説 明 会 開 催 を

周知した地域住民等

（氏名・住所等）

説 明 会 参 加 者

（事業者）

説 明 会 参 加 者

（地域住民等）

（氏名・住所等）

参加していない

地域住民等への対応

説 明 の 内 容

地 域 住 民 等 の

意見・要望等の内容

意 見 ・ 要 望 等 に

対する回答の内容



第４号様式（第３条第２項）

※添付書類

大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例施行規則第３条

第１項各号に規定する図書のうち、変更に係るものを添付すること。

事前協議変更申出書

年 月 日

大網白里市長 様

事業者

住 所

氏 名

電話番号

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例第９条第２項の

規定により、下記事業の変更について次のとおり協議します。

当 初 協 議
第 号

年 月 日

事 業 名

事業区域の所在地 大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電施設の出

力
ｋＷ

変 更 内 容

内容 変更前 変更後



第５号様式（第３条第３項）

第 号

年 月 日

様

大網白里市長

事前（変更）協議終了通知書

次の事業について協議が終了したので、大網白里市太陽光発電設備と地域環

境との調和に関する条例第９条第３項の規定により通知します。

事 業 名

事 業 区 域 の 所 在 地 大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電設備の出力 ｋＷ

市 の 意 見



第６号様式（第８条）

承継届出書

年 月 日

大網白里市長 様

住 所

地位承継者 氏 名

電話番号

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

次のとおり事業者の地位を承継したので、大網白里市太陽光発電設備と地域

環境との調和に関する条例第１４条第１項の規定により届け出ます。

被承継者

に関する

事 項

住 所 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称 及 び

代 表 者 の 氏 名

事 業 名

事 業 区 域 の 所 在 地 大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電設備の出力 ｋＷ

承 継 年 月 日 年 月 日

承 継 事 項

承 継 の 理 由



第７号様式（第９条）

廃止届出書

年 月 日

大網白里市長 様

事業者

住 所

氏 名

電話番号

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

次のとおり事業を廃止するので、大網白里市太陽光発電設備と地域環境との

調和に関する条例第１５条第１項の規定により届け出ます。

事 業 名

事 業 区 域 の 所 在 地 大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電設備の出力 ｋＷ

工 事 施 工 者

住 所

氏 名

電話番号

廃 止 日 年 月 日

廃 止 の 理 由

廃 止 後 の 措 置



第８号様式（第１０条）

（表）

第 号

身 分 証 明 書

課 名

職 名

氏 名

生年月日

上記の職員は、大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関

する条例第１７条第１項の規定に基づく立入調査の権限を有する者で

あることを証明する。

有効期間 年 月 日から

年 月 日まで

大網白里市長 印



（裏）

大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例(抜粋)

（立入調査等）

第１７条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において市長が

命じた職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必

要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために

認められたものと解釈してはならない。



第９号様式（第１１条第１項）

第 号

年 月 日

様

大網白里市長

太陽光発電事業指導助言通知書

大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例第１８条第１項

の規定により、次のとおり指導、助言します。

事 業 名

事 業 区 域 の 所 在 地 大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電設備の出力 ｋＷ

指 導 ・ 助 言

の 内 容



第１０号様式（第１１条第２項）

第 号

年 月 日

様

大網白里市長

太陽光発電事業改善勧告書

大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例第１８条第２項

の規定により、次の措置を講じるよう勧告します。

事 業 名

事 業 区 域 の 所 在 地 大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電施設の出力 ｋＷ

勧 告 の 内 容

勧 告 の 理 由



第１１号様式（第１１条第３項）

太陽光発電事業改善報告書

年 月 日

大網白里市長 様

事業者

住 所

氏 名

電話番号

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

大網白里市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例第１８条第３項

の規定により、講じた措置について報告します。

事 業 名

事 業 区 域 の 所 在 地 大網白里市

事 業 区 域 の 面 積 ㎡

太陽光発電設備の出力 ｋＷ

報 告 内 容


